
望ましい投資単位の水準の見直しについて

2023年９月27日

株式会社名古屋証券取引所

Ⅰ．趣 旨

当取引所では、個人投資者が投資しやすい環境を整備する観点から、企業行動規範において望ましい投資単位の水準を「５万円以上50万円

未満」と規定しておりますが、投資単位が当該水準の下限を下回っている銘柄の近年の売買状況や、上場会社において、個人投資者層を拡大

するために下限を下回る水準への移行を目的とした株式分割を検討する動きがみられることなどを踏まえ、当該水準の見直しを行うものです。

Ⅱ．概 要

項 目 内   容 備   考

望ましい投資単位の水準

の見直し

・望ましい投資単位の水準の下限「５万円以上」を撤廃します。 ・極端に低水準の株価へ移行することを目的と

する株式分割など、流通市場に混乱をもたら

す又は株主の利益の侵害をもたらすおそれの

ある株式分割等を行わないものとする規定に

ついては、現行制度から変更ありません。例

えば、１株100円未満となることが見込まれる

株式分割については、今後においても、当取

引所からその理由等について慎重に確認させ

ていただきます。

Ⅲ．実施時期（予定）

・2023年10月を目途に実施します。

以 上


